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資料 1 
外来生物に関係する主な用語の説明 
（環境省の「日本の外来種対策」の用語集 http://www.env.go.jp/nature/intro/1law/yougo.html による） 
 
外来種 
導入（意図的・非意図的を問わず人為的に、過去あるいは現在の自然分布域外へ移動させること。導
入の時期は問わない。）によりその自然分布域（その生物が本来有する能力で移動できる範囲により定
まる地域）の外に生育又は生息する生物種（分類学的に異なる集団とされる、亜種、変種を含む）。 
 
外来生物 
一般的には、「外来種」とほぼ同義で用いられている事が多い。 
外来生物法では、「海外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存する
こととなる生物」と定義されている「法律用語」。つまり、国外から日本に導入されるもののみを対象
としており、いわゆる国内由来の外来種は含まない。 
 
国外由来の外来種 
「外来種」のうち、我が国に自然分布域を有していない生物種。 
 
国内由来の外来種 
我が国に自然分布域を有している（在来種）が、その自然分布域を越えて国内の他地域に導入された
生物種。 
 
侵略的外来種 
外来種のうち、わが国の生態系、人の生命・身体、農林水産業等への被害を及ぼす又は及ぼすおそれ
があるなど、特に侵略性が高く、自然状態では生じ得なかった影響をもたらすもの。 
 
特定外来生物 
生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして、外来生物法によって規定された
外来生物。生きているものに限られ、卵、種子、器官などを含む。同法で規定する「外来生物」は、
海外からわが国に導入我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト （生態系被害防止
外来種リストされることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物を指す。 
 
在来種 
もともとその生息地に生息していた生物種の個体および集団。 
 
遺伝的攪乱（いでんてきかくらん） 
長い歴史の中で形成されたある種の遺伝構造や遺伝的多様性が、人為的に持ち込まれた個体との交雑
によって乱されること。 
 
固有（亜）種 
分布が特定の地域に限定される種もしくは亜種。この場合、「特定の地域」には、国レベル、都道府県
レベル、地域レベルなどさまざまなとらえ方がある。例えば、ヤンバルクイナは、日本の固有種であ
るだけでなく、沖縄県沖縄本島、やんばる地域の固有種である。 
 
侵略的外来種 
外来種のうち、わが国の生態系、人の生命・身体、農林水産業等への被害を及ぼす又は及ぼすおそれ
があるなど、特に侵略性が高く、自然状態では生じ得なかった影響をもたらすもの。 
 
特定外来生物 
生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして、外来生物法によって規定された
外来生物。生きているものに限られ、卵、種子、器官などを含む。同法で規定する「外来生物」は、
海外からわが国に導入我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト （生態系被害防止
外来種リストされることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物を指す。 
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